
地域交響プロジェクト交付金

交付決定後の手引き

令和５年度

京都府

本交付金を活用して事業を行うに当たり、必要な書類の作成や領収書等

添付書類の整理等、みなさんが不安に感じておられることを手引きとして
まとめました。この手引きをよくお読みいただき、よりよい事業実施に向
けご活用いただければ幸いです。

なお、本交付金は府民のみなさまからの大切な税金を財源としています。
この手引きに記載の注意事項を守っていただけない場合、交付金の支払い
ができなくなることがありますので、必ず内容をご確認ください。
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すべて実績報告書類が揃っていることを確認

支払完了・領収書受領

記載内容は、必要な要件を満たしていますか？

支出内訳兼領収書一覧表
・収支決算書などを作成

領収書と一覧表の番号を合わせて記入してください。

チラシや写真など、事業実施状況が
分かる資料を揃える

実績を確認するため、必ず提出してください。

事業報告書の作成

事業実施の成果や影響などが分かるよう、
詳細に記載してください。

領収書の整理

領収書を分類・見やすいよう台紙に貼付けてください。

実績報告の流れ

1

終了です！後日、内容について問合せることがあります。

事業完了後30日以内 又は
令和６年４月1０日（水）のいずれか

早い日までに必着

京都府 文化生活総務課 府民協働係
又は 広域振興局 へ提出

➡詳細は
P.10 ～13

➡詳細は
P.3

➡詳細は
P.14

➡詳細は
P.４～７

TO DO リスト



１．実績報告の方法

（１）提出期限

（２）提出書類

・事業完了後30日以内 又は 令和６年4月1０日(水)の
いずれか早い日（京都府 文化生活総務課 府民協働係・
広域振興局へ必着）

→期日までに実績報告が提出されない場合、交付金はお支払いできません。

【注意事項】
・年度末は報告が集中しますので、事業完了後は速やかに提出してください。
・年度末に提出された報告については、支払まで特に期間を要します（最大３か月）。

あらかじめご了承ください。
・報告内容に虚偽があるなど、不正の手段で報告をされた場合は、交付決定取消となりま
す。

・提出書類の内容について、府から問合せることがあります。手元にコピーを保管する等
内容を確認できるようにしておいてください。

必要書類（各１部） 備考

①実績報告書
（第４号様式）

京都府知事 宛 必須

(公財)京都府市町村振興
協会理事長 宛

協会からの交付決定を受けている場合のみ提出

関係書類 ※③～⑥は紙面で提出するほかに電子データを担当者へ送付してください。

②関係書類チェックリスト 必要な関係書類を全て揃え、チェックした上でご提出をお願いします。

③事業報告書（別紙４－１） ⇒P.3参照

④収支決算書（別紙４－２） ⇒P.4参照

⑤支出内訳兼領収書一覧表（別紙４－３） ⇒P.7参照

⑥団体運営力向上活動報告書（別紙４－４） 該当する場合のみ提出 ⇒P.8参照

⑦業務日報（人件費を対象経費とする場合の
み）※重点課題対応プログラムのみ該当

人件費を対象経費とする場合は、日報等事業従事が確認できるもの

⇒P.9参照

⑧領収書（写し） 支出内訳兼領収書一覧表と対応するよう整理し、重ならないよう

に台紙に貼り付けた上で、写しと原本の両方を提出ください。

（領収書原本は確認後返却します） ⇒P.11参照⑨領収書（原本）

⑩事業実施状況が分かる資料

記録写真・掲載された新聞記事・広告等

交付金を活用して作成したチラシ、冊子等成果物、HPの写し等

※作成された事実確認のため、必ずご提出ください。

※以下のほかにも、実績報告の内容を確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
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※消費税の仕入税額控除について、該当する場合は、HPに掲載している様式にてご報告ください。
（https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html）



③事業報告書（別紙4-1）

（３）事業報告書作成時の留意点

3

必要に応じて参考資料を
添付してください。
事業実施後の効果や、影響
などの詳細がわかるよう、
具体的に記載してください。

事業実施日をすべて書い
てください。

事業実施日ごとの参加人
数を記入してください。
特に重点課題プログラム
の場合は、対象者の内訳
もご記入ください。

今年度の事業実施をふまえ、
来年度の事業実施にどのよ
うに活かすか、具体的に記
入してください。

特に、支出に関わる実績については、
参加人数や写真の提出などを含め、
できるだけ詳細に記載してください。

※各項目について、記入欄が不足する場合は複数ページにまたがっても構いません。



④収支決算書（別紙4-2）

団体運営力向上活動分を活用した
場合は、団体運営力向上活動報告
書（別紙4-4）の計算結果を転記
してください。

市域内・市域外実施額合計（①）と市域
外実施額合計（②）に交付率（1/3）を
乗じて算出された額を記入してください。
※交付決定額が交付金額の上限となります。
※1,000円未満は切り捨てて記入してください。

経費によって、上限が定められてい
ます。上限を超過していないか検算
してください。
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事業収入がある場合は、例のように
積算内訳がわかるように内容を記載
ください。

（４）収支決算書作成時の留意点

１２
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＜対象外経費（D）＞
1,500,000－500,000＝1,000,000円
㋐ 申請時 ㋑ 確定金額 対象外経費（D）

＜上記事例の具体的な計算方法＞
外注費以外の経費の合計額500,000円
（★）＝外注費 ㋑ 500,000円

この場合
1,000,000×1/2＝500,000≧500,000円

対象経費（C） 総額上限 外注費

外注費が総額上限を超過した場合

（５）総額上限を超過した場合における記載方法

外注費の総額上限については、対象経費（C）の1/2以内となります。外注費が総額上限
を超過した場合の計算方法については、以下のとおりです。また、超過分は、対象外経費
（D）になります。

1．外注費が総額上限を超過した場合（例）

2．外注費計算後における申請書記載例（確定版）

＜外注費の総額上限の計算方法＞
外注費以外の経費（謝金、人件費、旅費、諸費、備品購入費）

の合計額と外注費を同額にすれば、外注費は対象経費（C）の1/2
となります。

＜外注費の総額上限（超過）＞
2,000,000×1/2＝1,000,000＜1,500,000円
対象経費（C） 総額上限 外注費

ただし、上記総額上限に合わせて外注費
を減額すると、対象経費も同様に減少する
ため、1/2以内にはなりません。最終的な

総額上限の計算方法は以下のとおりです
のでご留意ください。

ア

イ

合計500,000円（★）



謝金の合計額が総額上限を超過した場合
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謝金の総額上限については、対象経費（C）の1/3以内となります。謝金が総額上限を超
過した場合の計算方法については以下のとおりです。また、超過分は、対象外経費（D）
になります。

1．謝金が総額上限を超過した場合（例）

＜謝金の総額上限の計算方法＞
謝金以外の経費（人件費、旅費、諸費、外注費、備品購入費）

の合計額の1/2を謝金と同額にすれば、謝金は対象経費（C）の
1/3となります。

＜謝金の総額上限（超過）＞
1,500,000×1/3＝500,000＜800,000円

対象経費（C） 総額上限 謝金

ただし、上記総額上限に合わせて謝金
を減額すると、対象経費も同様減少す
るため、 1/3以内にはなりません。最

終的な総額上限の計算方法は以下の
とおりですのでご留意ください。

＜上記事例の具体的な計算方法＞
謝金以外の合計額 700,000円（★）
×1/2＝謝金 ㋑ 350,000円

この場合
1,050,000×1/3＝350,000≧350,000円

対象経費（C） 総額上限 謝金

ア

イ

合計700,000円（★）

＜対象外経費（D）＞
800,000－350,000＝450,000円
㋐ 申請時 ㋑ 確定金額 対象外経費

2．謝金計算後における申請書記載例（確定版）

※謝金総額が上限を超えなければ、
団体構成員謝金と外部講師等謝
金の内訳は問いません。



⑤支出内訳兼領収書一覧表（別紙4-3）

当該支出の事業の実施地域が「京都
市域外」 「京都市域内」のいずれか
を選択してください。

作成した支出内訳兼領収書一覧表の小計
欄と、収支決算書（別紙4-2）の各支出
項目の金額欄を一致させてください。

提出する領収書には個別にNo.を割り
振り、領収書No.と一致させて、整理
してください。

支出項目毎に作成してください。
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（６）支出内訳兼領収書一覧表作成時の留意点

必ず、領収書１枚につき１行で記載してください！
※例えば、領収書No欄に1～5と記載し、 金額にNo1～5の領収書の合計額を記載せずに、

1行には領収書No1分のみ記載し、5行分記載してください。
※金額を合算した金額記入は審査業務に支障をきたし、額の確定が遅れる要因となりますので、

金額を合算してまとめて記載しないでください。



⑥団体運営力向上活動報告書（別紙4-4）

交付金申請事業を実施する地域が「京
都市内のみ」「京都市外を含む」のい
ずれかを選択してください。

団体運営力向上活動計画書（別紙1-5）で計
画された内容と照らし合わせながら、実施内
容や支出の内容、積算内訳が分かるように記
入してください。

自動計算によって算出された計算結果を収支決算
書（別紙4-2）の下欄に転記してください。
ただし、自動計算で算出された金額が団体運営力
向上活動分の交付決定額を超過した場合は、交付
決定となった金額を上書きしてください。
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（７）団体運営力向上活動報告書作成時の留意点



⑦業務日報（人件費を対象経費とする場合のみ） 参考様式
※重点課題対応プログラムのみ該当

業務に従事した方の氏名・住所をご記
入ください。領収書を兼ねる資料のた
め住所が必要となっています。

業務日、業務従事者氏名、業務内容（どの事
業で何に何時間従事したか）、人件費の金額、
受領日、受領印又は自署をご記入の上、業務
に従事した方が押印をしてください。
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（８）業務日報作成時の留意点

実施地域について、プルダウンか
ら京都市域内・市域外を選択して
ください。



（２）対象外経費

対象となる経費は次の項目をすべて満たすものです。

①交付決定した事業を実施するために直接必要になるもの

※事業で直接活用しないもの、事業のためであっても申請内容にない支出は対象外

※今年度使用した物品の補充や来年度に使用するための物品購入は対象外

※購入した物品を使用した様子や、その効果が分かる写真や成果物の提出をお願い

します。提出がない場合、対象外経費となる場合があります。

②対象期間（令和５年４月１日～令和６年３月31日）内かつ事業実施期間（交付決定日

又は事前着手日～実績報告日）内に支払があるもの

③要件を満たした領収書等により金銭の授受が確認できるもの（領収書に関する注意事

項→P.11）

２．対象経費と領収書

例えば、以下のような経費は対象外です。
・交付申請書に記載のない経費
・経常的な団体運営に要する経費

（人件費のほか電話代、光熱水費、ガソリン代、家賃、駐車場代など、
経常的な経費と区分ができない経費も含む。ただし、人件費は重点課題
対応プログラムの場合を除く。）

・個人給付的な経費（抽選会の景品や参加賞、ワークショップの材料費
等）

・食糧費（例：子ども食堂などで提供する食材費、飲料）
・用地取得費、補償費
・現金以外の物品（例：菓子・図書券等）などによる謝礼
・特段の理由なく利用したタクシーや自家用車の旅費、高速道路代
・過度に高額な宿泊費
・食事代との切り分けが出来ない宿泊費
・食事代と切り分けの出来ない会場代（例：レストランでの会議など）
・事業実施に関連の無い会議等の会場代（例：団体の理事会や定例会な

ど）
・海外講師招へいの場合、海外から日本国内までの旅費
・団体印、団体看板や個人の名刺等の作成費
・交付金申請書や実績報告書作成に係るコピー代
・交付金の活用により作成し、販売に供するもの
・団体の経常的な運営に利用可能な汎用性の高い物品購入費用
・団体が所有又は使用している施設や設備等の修繕や改築工事費用
・団体や個人の所有物に付加価値をつける工事費用
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（１）対象経費



①領収書に関する注意事項
領収書は、以下の要件を満たし、必ず金銭受領者が発行したものを受け取るようにしてく

ださい。未記入、不鮮明で読み取れない等の場合は対象となりません。また、申請団体に
よって修正、追記された領収書は対象とはなりませんので、必ず発行者に正確な記入を求め
てください。
※メモや追記をする場合は、領収書の貼付台紙に記入してください。
（領収書の整理方法→P.14）

※旅費については、受領者氏名、住所、移動日、用務先、用務内容、発着地、移動手段、受領日、所
要額、実施地域、受領印（又は自署）が明記され、支給対象者が旅費を受領したことがわかる一覧
表等の資料をもって、証拠書類とすることができます。
（参考資料→募集要領P.15）

【領収書のチェックポイント】

①支払実態が確認できる書類
か

○購入内容及び購入日から、交付申請事業のために支出された
ことが明確に分かる、レシートもしくは内訳が分かる領収書
のみを対象とします。

○納品書や請求書単体での報告はできません。
○金融機関の窓口やATMで振り込まれた場合は、振込票と合わ

せて、支払内容等が分かる請求書等を添付してください。

②金額は正しく記入されてい
るか

○ポイント等を利用した割引分のほか、金券や商品券で支払わ
れたものは対象外となります。

○金額の修正が必要な場合は、発行者に再発行を依頼してくだ
さい。

③申請団体宛ての領収書か
○発行者に、申請団体の正式名称の記載を求めてください。原

則として団体の略称や通称、個人名が宛名となっている領収
書は対象となりません。

④但し書きは記入されている
か

○「お品代」等、内容がわからない場合は、請求書等内訳が分
かる資料を添付してください。
※ 補足説明等が必要な場合は、貼付台紙の余白部分に記載し

てください。

⑤個人で立替払しているもの
はないか

○インターネットなどで物品を購入して、個人による立替払を
行っている場合、立替者から団体宛ての領収書の発行に加え、
請求書または内訳書等、仕様や単価、数量等明細が分かる資
料を添付してください。

⑥発行者が明確か
○発行者が特定できるものが対象となります。領収書発行会社

名や住所、氏名、印等があることを確認してください。

⑦受領年月日に間違いはない
か

○原則として交付決定日以降の支出が対象となりますが、事前
着手届を受理した場合は交付決定日以前の領収書も対象とし
ます。ただし、実績報告日以降に購入された物品等の領収書
は対象外です。

○実施事業日と齟齬がある日付の場合は、その理由を明らかに
してください。
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（３）領収書



②領収書の記載例

●対象となる領収書・受領書の例
例１）レシートの例

例２）会社発行の領収書の例

領 収 書

ホームセンター△△店
2023年12月5日

コピー用紙 ￥ 420 *1 内
□□ ￥ 360 *1 内

合計 ￥ 780
（内税 ￥ 58）
お預かり ￥1000
お釣り ￥ 220

①購入日や内容から、交付金申請事業のために支
出されたことが明確に分かる消耗品等

②購入したものの内訳が分かるレシート
→これらの要件に当てはまる経費は、レシートでの

報告が可能です。
※レシートの場合、宛名や受領印は不要です。

請求書
●▲を■する会 様

内容 仕様 単価 数量 合計

12月10日イベント告知チラシ
Ａ４　両面カラー
マットコート　●g/m2

20 5,000 100,000

領収書
●▲を■する会 様

金 １００，０００円
但し チラシ印刷代 として

上記金額を領収いたしました。

令和5年10月1日 (株)地域力印刷
代表取締役 地域力 太郎
〒123-0000
京都市上京区●●●－●●
TEL 075-000-0000
FAX 075-000-0000

印
紙

印
印

①宛名は申請団体名を記入
部会名、個人名、イベント名、略称にせ
ず、申請書と同一の団体名での記入を依
頼してください。

④日付の記入
領収した正確な年月日を記入
してもらいます。

②⑤金額・但し書きの記入
但し書きは支払の対価となる内容、単価、数量が
わかるように記入してもらいます。
領収書に記入できない場合は、別紙でレシート、
納品書、請求書等内容がわかるものを添付します。

(株)地域力印刷
代表取締役 地域力 太郎
〒123-0000
京都市上京区●●●－●●
TEL 075-000-0000
FAX 075-000-0000

印

令和5年9月28日

ご請求金額 100,000円（税込）

③社印・代表者印の押印
会社の社印もしくは代表者印
が必要です。押印不要の判断
は各社の判断にゆだねます。

例３）謝金など個人発行の領収書の例

領収書
●▲を■する会 様

金 30,000円

但し ●▲に関する講演会講師謝金 として
（令和5年12月13日 9:00～12:00 会場：□□ホール）

上記金額を領収いたしました。

令和5年12月13日
住所
京都市下京区●●1-1

氏名
地域 力太郎印

①宛名は申請団体名を記入
部会名、個人名、イベント名、略称にせ
ず、申請書と同一の団体名での記入を依
頼してください。

④受領者の記名・押印
謝金を受領した方の住所、氏名の署名
又は記名押印が必要です。

②金額・但し書きの記入
但し書きはどの事業に対する謝金かがわ
かるように記入してもらいます。
講師等の従事日や時間は、記入を依頼す
るか、貼付台紙の余白に追記するか、依
頼内容の詳細がわかる別紙を添付し、必
ずわかるようにしてください。
内容がわからないものは対象外となりま
す。

③日付の記入
領収した正確な年月日を
記入してもらいます。 12

②
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③
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注意！！このような領収書は対象となりません
●対象とならない領収書・受領書の例
例１）対象とならないレシートの例

例３）対象とならない謝金など個人発行の領収書の例

領収書
●▲を■する会 ■●プロジェクト部会 様

金 30,000円

但し 謝金 として

上記金額を領収いたしました。

令和 １ 年 12 月 13 日
住所
京都市下京区●●1-1

氏名
地域力 太郎印

①宛名が申請団体名でない
部会名、個人名、イベント名、略称にせ
ず、申請書と同一の団体名での記入を依
頼してください。

③訂正印が受領者印と同一でない
書き損じ等の理由で訂正をする場合は、
受領者による訂正と、受領者印と同じ訂
正印が必要です。
団体側での追記・修正は絶対にしないで
ください。

④受領者の住所の記載がない
誰が謝金を受領したのかがわかるよう、
住所の記入が必要です。

②内容がわかる但し書きでない
但し書きは何に対する謝金かがわかるよ
うに記入してもらいます。
例のように「謝金として」のみでは、何
に対する謝金かがわかりません。

例２）対象とならない会社発行の領収書の例

領 収 書

ホームセンター△△店
2023年3月25日

部門１ ￥ 420 *1 内
部門１ ￥ 360 *1 内

合計 ￥ 780
（内税 ￥ 58）
お預かり ￥1000
お釣り ￥ 220

②支出内容がわからないため、内容がわかる領収書
を別途請求する必要があります。

領収書
交付 金子 様

金 １００，０００円
但し お品代 として

上記金額を領収いたしました。

令和5年10月1日 (株)地域力印刷
代表取締役 地域力 太郎
〒123-0000
京都市上京区●●●－●●
TEL 075-000-0000
FAX 075-000-0000

印
紙

印
印

①宛名が申請団体名でない
部会名、個人名、イベント名、略称にせ
ず、申請書と同一の団体名での記入を依
頼してください。

②支出の内容がわからない
但し書きは支払の対価となる内容、単
価、数量がわかるように記入してもら
います。
「○○一式」「お品代」「○○用品」
等では内容がわかりません。
領収書に記入できない場合は、別紙で
レシート、納品書、請求書等内容がわ
かるものを添付してください。

①領収日が対象期間内の支出ではないため対象となりま
せん。

印
５

※原則として事業に必要な支出のみが記載されたレシー
トが必要です。自宅用等、関係のないものとはレシート
を分けるようにしてください。
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③領収書の整理方法

③但し書き部分に謝金の上限額に係る

時間や日数等の記入がない場合は、貼

付台紙の余白に追記するか、依頼内容

の詳細がわかる別紙を添付してくださ

い。

※領収書に直接メモをしないでくださ

い。

領収書は、以下の例を参考にしてわかりやすく整理してください。

内容が判別できない領収書は対象とはなりませんのでご注意ください。

①領収書には必ず「領収書No.」を割
り振り、番号順に貼り付けてください。
支出内訳兼領収書一覧表（別紙4-3）
への番号記入も忘れずにお願いします。

②A4用紙に領収書が重ならない、折り

曲がらないよう貼り付けてください。

領収書が重なったままコピーされている

場合、再度提出していただくことになり

ますのでご注意ください。

●ワンポイントアドバイス
１．A4サイズの領収書等、台紙に貼り付けることができない大きい領収書は、余白に

領収書No.等を記載して対応しましょう。
２．枠からはみ出す長いレシートや領収書は、枠をまたいで貼り付けましょう。折り

曲げたり、重ねたりしないよう気をつけましょう。

３．貼付台紙は、管理しやすくなるよう収支決算書の各項目毎に分けて作りましょう。

【例】謝金・旅費・諸費など

●領収書を貼り付ける前にチェックしてください！
□宛名は交付申請書と同じ名称ですか？
□領収日は正確に記載されていますか？
□領収日は事前着手日～令和６年３月31日の間になっていますか？
□金額が記載されていますか？
□但し書き及び支出内容は記載されていますか？

箱にためて後でまとめてやるのは、領収
書の紛失や事業期末のバタバタを引き起
こすのでやめましょう！

領収書のまとめ方の例
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（１）事業の変更

３．事業実施の留意点
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交付金の申請後、事業内容の変更や中止、取下げ等の必要が生じた場合には、
以下の書面により承認を得る手続きが必要となります。変更等の見込みが生じ
た場合は、速やかに必ず京都府 文化生活総務課 府民協働係 又は 広域振興局
までご相談ください。

①申請事業の計画が大幅に変更となる場合等

変更を予定している事業の実施前に必ず相談してください。

変更承認申請の手続き無く、申請内容から変更して実施された事業に
要した経費は、交付金の対象経費に含めることはできません。
変更承認申請手続きの受付は、令和6年3月11日（月）までです。

Q＆A

Ｑ．支出内訳が申請した内容から変わる予定ですが、変更の手続きが必要ですか？
Ａ． 変更の内容によっては、書面による変更承認手続きが必要となる場合もあるため、

事業実施前に必ず相談してください。

ただし、講師の変更等により旅費が増えた場合や、事業の参加者が増えた等の理
由で想定以上に会場費や消耗品費が必要となった等、やむを得ない理由があって
「旅費」や「諸費」が多少増減したという範囲であれば事前相談は必要ありません。
（実績報告で確認します）
※対象事業費が増額しても、交付金の増額は認められません。

必要書類（各１部） 備考

事業変更承認申請書
（第２号様式）

京都府知事 宛 必須

(公財)京都府市町村
振興協会理事長 宛

協会からの交付決定を受けている場合のみ提出。

事業計画書（別紙1－1）

変更する計画を反映した事業計画書を事業変更承認申請書
に添付してください。補足資料が必要な場合は、別途資料
を添付してください。

収支予算書（別紙1－3） 変更する計画を反映した収支予算書を事業変更承認申請書
に添付してください。

支出予算内訳表（別紙1－4） 変更する計画を反映した支出予算内訳表を事業変更承認申
請書に添付してください。



◎手続きの期限は、令和６年３月１１日（月）までです。
手続きが期限に間に合わない場合は、申請内容の承認ができな
い可能性がありますので、必ず期限までに手続きして下さい。

必要書類（各１部） 備考

交付申請取下書
（参考様式）

京都府知事 宛 必須

(公財)京都府市町村
振興協会理事長 宛

協会からの交付決定を受けている場合のみ提出

必要書類（各１部） 備考

中止(廃止)承認申請書
（第3号様式）

京都府知事 宛 必須

(公財)京都府市町村
振興協会理事長 宛

協会からの交付決定を受けている場合のみ提出
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振込口座情報（名義人等）を変更されたまま府への届出がなく、振込不能
となる事例が多発しています。
必ず変更した時点でご連絡をお願いします。

（２）団体情報の変更

必要書類（各１部） 備考

交付申請書記載事
項変更届

京都府知事 宛 必須

(公財)京都府市町村振興協会理事
長 宛

協会からの交付決定を受けている場合のみ提出

変更のある添付資料

交付申請時の添付書類（定款・会則、役員名簿、
団体の概要等）に変更が生じた場合は、変更後の
書類を提出してください。振込口座情報の変更が
ある場合は、変更後の口座振替依頼書（別紙１－
6）を提出してください。

①申請時から団体情報（住所、代表者、印鑑等）を変更した場合等
（随時受付）

②事業は実施するが、交付金を活用しなくなった場合等

①事業を中止又は廃止する場合等

（３）中止・取下げ等

交付申請の中止・取下げについては、事業実施年度内に申請、府の承認を
得る必要があります。

（事業は実施するが、本交付金以外の収入が増えた等の理由で交付金が
不要となった場合など）



（４）概算払

交付決定後、正当な理由（財政基盤が脆弱かつ立替払が困難で事業実施
に当たり支障を来す等）がある場合に限り、当面必要とする金額について、
京都府分の交付決定額の１／２を上限に、概算払として請求できます。
（京都府分のみ。（公財）京都府市町村振興協会分は請求不可。）

概算払を希望する団体は、「概算払請求書」に必要事項を記入の上、
提出してください。

【注意事項】
●請求締切：令和５年 月 日（ ）
・実績報告において、「確定額」が「概算払額」を下回った場合、差引額の
返還を求めることになりますので、当面必要とする最低金額を請求してく
ださい。

・概算払請求日時点で申請事業が完了している場合は、概算払の請求ができ
ません。

・請求締切後、お支払いには1か月程度を要します。

提出日を記入してください。

団体所在地など、交付申請書とす
べてを同一としてください。

指令書に記載された府の交付決定
額を記入してください。

交付決定日（指令書※の日付）を
記入してください。
※左上に「京都府指令」とある文書に記
載の日付

概算払を請求する理由を選択してくだ
さい。その他を選択した場合は具体的
な理由を記入してください。
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４．その他

（１）購入備品の管理

№ 品名
(品番)

購入年月
日

購入金額 保管期限
(耐用年数)

１

２

・備品台帳様式

備品 No.１

令和５年度京都府地域交響プロ
ジェクト交付金

所有者 ： ○○○○実行委員会

・備品ラベル様式

交付金により購入した備品は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』（昭和４0
年大蔵省令第15号）に定める期間、使用・保存する必要があります。ラベル貼付や台帳
の作成を行い、適切に管理してください。

なお、上記期間を経過せずに処分等された場合は、交付金を返還していただくことがあ
りますので、備品の処分や譲渡等を行う場合は、事前に担当者までご相談ください。

その他、備品を交付金の目的以外に使用することや、交換、貸付け、担保にするなどの

場合にも制限がありますので、ご注意ください。

【様式例】

（２）証拠書類の保管

交付申請事業に係る収支の証拠書類（帳簿や通帳、領収書など）は、事業実施年度の終
了後5年間の保存が必要です。また、交付金に係る予算執行の適正を期するため、必要があ
るときは府等から報告を求めたり、現地検査を行うことがあります。

なお、5万円以上の領収書には、印紙税法上、収入印紙の貼付が必要となりますので適切
な手続きをお願いします。
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５．実 績 報 告 書 様 式
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